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1. はじめに 

本調査研究は、 米国における 技術移転システム 

のうち、 国立研究所から 民間企業への 技術移転を 

対象として行ったものであ る。 現在米国では、 技 

術面及び貿易面における 国際競争力強化の 観点か 
ら、 国立研究所から 民間企業への 技術移転に大き 

な 期待が寄せられている。 昨今の民生技術の 急速 

な進歩による 軍用技術と民生技術の 接近もその動 

きに拍車をかけている。 
このような中で、 東西の冷戦終結によって 研究 

費の大幅削減を 受けた米国の 国立研究所、 特に ェ 

ネルギ一省傘下の 研究所では、 この技術移転に 組 

織存続の光明を 見出そうとしている。 ニューメキ 
シコ州におけるロスアラモス 研究所、 サンディア 

研究所等は、 その代表的 側 であ る。 
今回の調査研究では、 さまざまな技術移転シス 

テムのうち、 特に以下の 2 つの技術移転システム 

について詳細に 調査した。 

・スピンオフ 企業を通じた 技術移転 

我々は、 スピンオフ企業の 成立過程とその 機能、 

スピンオフ 元 との関係、 スピンオフ企業の 支援環 

境について特に 調査した。 今回の調査では、 研究 

テーマにあ わせ、 国立研究所からのスピンオフ 企 

業を調査対象とした。 

・ CR 且 DA を通じた技術移転 

CRADA( 共同研究開発契約 ) は連邦政府が 作った 
国立研究所から 民間企業への 技術移転システムで 

あ る。 我々は多くの C 舩 DA サンプルを得て、 この 

C ℡ DA の活用状況に 関する調査を 行った。 

2. 米国の国立研究所 

米国の国立研究所は 政府所有・政府運営研究機 

関 (GOGO) と政府所有・ 契約者運営研究機関 
(GOCO) に大別される。 前者はいわゆる 政府直轄型 
研究所であ り日本の国立研究所と 同じ位置づけに 

あ る。 後者は日本には 見られない形態で、 契約者 
運営連邦研究所 (FFRD のと呼ばれ，ることが 多い " 

米国で最初に 設置された政府所有・ 政府運営研 

究機関 (GOGO) は米国沿岸測地調査所で、 次いで 地 

質 調査所、 国家標準局が 設置された。 これらは 全 

汗院 ), EverettM.Rogers, 
国 ニューメキシコ 大学 ) 

て 20 世紀に入る前であ る。 その他公衆保健サービ 

ス研究所、 海軍試験研究所、 アメリカ航空宇宙局 
ルイス研究センタ 一などがあ る。 

政府所有・契約者運営研究機 瓢 GOco) は政府機 

関自身が運営するのではなく、 非営利目的で 非政 

府機関が政府機関の 任務を支援するために 運営す 
る機関であ る。 Goco は第二次世界大戦中及び 大 

戦後に新しい 国立研究所の 形態として発展した。 
この GOCO には GOGO に比べ、 次の 3 つの利 

点があ るといわれている。 
・研究員が公務員の 給与規定等の 制約を受けない 

ので、 効率的に運営できる。 

  研究所自体が 行政措置で設立されているので、 

法律上の任務に 適合しな目などの 問題が起きず、 

研究所の任務や 構造の変更、 閉鎖等も容易であ 

る。 
・組織が政府から 独立しているため、 資金を供給 

する政府機関は 議会の詳細な 調査を受けない。 

GoCo を運営する契約は、 大学、 私企業、 非営 

利団体のいずれでも 締結できる。 本報告の対象と 

なったニューメキシコ 州のロスアラモス 研究所は 

カリフォルニア 大学が、 サンディア研究所はマリ 
ェソ タロッキード 社が運営している。 

このように GOCO は厳密には国立研究所ではな 

い。 しかし米国では 高い技術を持ち、 連邦資金で 

運営する大規模な 研究機関を非公式に "National 

Laborato Ⅳ " と呼んでいる。 ロスアラモス 研究所、 

サンディア研究所を 始め、 多くの GOCO 型研究所 
が "National I,ahnrattn ㎡，という呼称を 使っている。 

なお、 本報告で国立研究所という 名称を用いた 場 

合 、 GOG(X 、 GOCO の両者を指すものとする。 

ロスアラモス 研究所とサンディア 研究所が行っ 

ている研究対象の 多くは核兵器の 設計・開発・ 生 

産・保管・最終処分等であ り、 カリフォルニア 州 
のローレンスリ バ モア研究所とともに 米国におけ 

る 三大武器研究所といえる。 ロスアラモス 研究所 

の年間予算は 10 ・ 7 億ドル、 職員数 7,000 人であ り、 

サンデイア研究所の 年間予算は 11.6 億ドル、 職員 

数は 8,500 人であ る。 

戦略兵器削減交渉の 進展や冷戦の 終結によって 
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今後核兵器は 削減されるが、 これら 3 つの研究機 

関は核兵器を 始めとする各種兵器の 維持保全およ 

び廃棄を担当するため 最高水準の技術者を 維持す 

る必要があ る。 しかし、 この ょう な任務を実行す 

るのに、 これらの研究機関のどの 程度が必要かは 

疑問であ る。 幾つかの推定によれば、 これらの研 

究所の必要経費は、 現在の年間予算であ る 30 億ド 

ルの半分から 1/3 でよいといわれている。 このよ 

うな推定を背景として、 現在口 一 レンスリ バ モア 

研究所からロスアラモス 研究所への核兵器部門の 

移転や、 ロスアラモス 研究所の 2000 人に上る人員 
削減などが計画されている。 

3. 技術移転に関する 連邦法の変遷 
1980 午に制定されたスティーブンソン   ワ ・。 一ド   

ラ ー 技術革新法は、 国立研究所からの 技術移転を 

促進する事に 焦点をあ てた - 連の法律の中で 最初 

に制定されたものであ る。 各研究所は、 その研究 

所の研究開発成果を 営利事業に応用出来る 可能性 

を調査し、 その技術に関する 情報を広く配布する 
ことを任務とした 研究技術応用 室 (ORTA) を設置す 

る事を義務付けられた。 また、 研究機関を運営す 

るに当たって 、 各々の研究所は 研究開発予算の 少 

なくとも 5% を技術移転のために 確保しておく 事 

を要求された。 ORTA は同法で要求しているとおり 

設立されたが、 国立研究所からの 技術移転は殆ど 

起こらなかった。 技術移転が速やかに 行われなか 

った理由として、 ORTA の人材不足、 資金の裏 付け 

が無い、 既に棚上げされているような 陳腐な技術 

を対象とした、 等が考えられる。 
その後 6 年間に、 技術移転を促進する 目的で、 

スティーブンソン・ワイドラ 一法の考え方に 沿っ 

た様々な法律が 制定された。 この中では、 1980 年 

のべ イ ・ドール 法 、 1984 年の修正ベイ・ドール 法 

が 重要であ る。 しかし、 いずれの法律も 国立研究 

所からの技術移転については、 ごくわずかな 成果 
しかあ げることができなかった。 

この状況に変化が 起こったのは、 1986 年の連邦 

技術移転法 (FTT めの制定であ る。 これはスティー 

ブンソン・ワイドラ 一法を修正したもので、 国立 

研究所のうち GOGO に、 外部の組織と 共同研究開 

発契約 (C 良へ DA) を結ぶ事を許可するものであ った。 

1982 年に制定された 中小企業技術革新法等によっ 

て中小企業が 共同研究開発協定を 結ぶ事はすでに 
奨励されていたが、 この FTT 「 A は、 この種の契約 

を結ぶ企業の 範囲を相当拡大するものであ った。 
FTTA により、 GOGO の所長は、 資金、 サービス、 

施設、 人員を C 田 ¥DA に参加する企業との 間で相互 

に 利用する事について 交渉する権 限を与えられた。 

ただし、 研究機関は、 研究用の資源を 現物出資す 
る事は許されるが、 資金提供は許されなかった。 

FTTA は一定の成果をあ げ、 政府技術移転政策は 
大きく変わった。 ただし FTTA に関する 2 つの間 

題 、 知的所有権 の優先実施と GOCO の取り扱いに 
ついては、 次の国家競争力技術移転法 (NCTTA) の制 

定を待たねばならなかった。 
1989 に制定された NCTTA では、 GOCO 研究所 

ほ ついて GOGO と同様 CRADA を締結する権 限を 

与えた。 それまでも幾つかの 研究所は業界と 片手 

間的な契約をしていたが、 C 皿 DA の様な包括的契 

約をする広い 権 限を GOCO は持っていなかったの 

であ る。 さらに研究機関の 所長 (GOCO の場合、 そ 

こに出資した 政府機関 ) が、 CR 辿 DA の研究結果を   清 

報公開法によって 公開する義務を 最高 5 年間免除 

できるようにした。 

4. 米国の国立研究所と 産業界の関係 
米国における 国立研究所から 民間への技術移転 

はさまざまな 制度や研究者個人の 活動により実現 

されている。 その多くは外見・ 名称等において 我 
が国の制度に 酷似しているが、 我が国の制度の 多 

くが定常化し 技術移転の一定のツールとして 定着 

しているのに 対し、 米国のそれは 新しい制度とし 

て変化しつつあ る。 以下にその制度を 示す。 
・ライセンシング 

連邦研究所の 有するパテント 等の使用許諾を 民 

間企業に与えるもので、 民間企業はこの 技術を利 

片 して製品を製造、 販売することが 可能となる。 
このような特許のライセンシングには、 その技術 

を利用するための 技術指導が同時に 行われること 
が多い。 

・スピンオフカンパニ 一の設立 

米国では、 多くの研究者が 自らの技術とともに 
研究所を飛び 出してスピンオフカンパニーを 設立 

し、 自らの技術の 商業化を図っている。 一連の技 
術移転法制定以双の 米国においては、 このスピン 

オフによる技術移転ば、 国立研究所からの 技術が 

民間に移転するもっとも 重要な経路であ った。 こ 

の形態での技術移転は 日本ではほとんど 見られず、 
我が国の産学官協力における 重要な課題の 一つと 

なっている。 
・テクニカル・アシスタンス 

中小企業技術指導システムは 最も成功しっ っ あ 

る技術移転システムの -, つであ る。 米国の産業界 

は日本と同様中小企業が 多く、 またこれら中小企 
楽 に対する支援が 様々な形で行われている。 
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1991 年に開始されたこのシステムは、 その数を 

急速に増加させており、 1994 年度には 276 件の技 

術指導が行われた。 研究所の職員にはテクニカル 
アシスタントのための 時間が与えられている。 

・ ユーザ 一億枚 

連邦研究所が 有するユニークな 施設を利用して 
自らの研究開発を 行 う もので、 研究結果を公表す 
る場合、 施設を無料で 使用することができる。 ま 

た、 施設費用を負担すれば、 実施者はその 施設を 

利用して得た 成果を独占実施することができる。 
ロスアラモス 研究所では 4 0 の施設を民間に 開放 

している。 

・共同研究開発協定 (CR 肌 DA) 
C 袖 DA は国立研究所から 民間企業に技術移転 

をするための 契約であ り、 これによって 米国企業 

が強力な国際競争力を 回復する事を 目的としてい 

る。 C ℡ DA は研究に参加する 双方に相応の 負担を 

求める。 負担は各パートナーが 半々に負担するの 

が基本であ る。 

・研究所の槻器用人・ 設備外注 
研究所による 購入は、 民間企業から 研究所への 

技術移転と考えられがちだが、 研究所から民間企 
業への技術移転も 実現している。 研究所は購入の 
ための発注にあ わせ、 様々な技術指導を 行 う 。 民 

間企業は、 この製品製造で 得たノウハウを 自らの 

製品に応用する 事が可能となる。 

5. スピンオフ企業を 通じた技術移転 

われわれは本調査にあ たり、 まず同州のスピン 

オフ企業の特定から 開始した。 既知のスピンオフ 

企業の創業者、 有識者等に対するヒアリンバの 結 

果、 ロスアラモス 研究所関係 50 社、 サンディア 研 

0 12 社あ ることが判明した。 さらに 9 社は後述の 

CR 肌 DA をロスアラモス 研究所と締結し 共同研究 

を実施している。 現在 は 研究所と関係がない 社に 
ついても、 過去にはライセンスや 人員派遣等で 研 

究所との関係を 有していた社が 多い。 
以上のスピンオフ 企業のうち、 3 企業については、 

さらに詳細なケーススタディを 行った。 
・ 血 ntech 
ぬ ntech 社は， 1983 年に獣医科学博士であ る Ga Ⅳ 

Sea ㎡ ght 博士によって 設立された。 同社は現在運 

送業界における 非接触型識別システムの 最大手で 

あ るが、 当初の市場は 農場における 動物の管理で 

あ った oAmtech とは AnimalManagementTechnoloW 

の頭文字であ る。 
Sea ㎞ ght 氏は米国農務省の 研究者で、 ロスアラ 

モスで開発された 技術が酪農産業に 利用できるか 

どうかを確かめるだめ 派遣されていた。 現在 
Amtech が販売している 電気的個別識別システムの 

開発プロジェクトは、 農務省の資金により 1970 年 

代に ロスアラモス 研究所で開始 t れたものであ る。 

この研究テーマは、 飼育されている 動物を個別に 
識別して、 病気にかかっている 動物を発見するこ 

とだった。 1973 年に動物の体温を 遠隔から測定す 

る技術が確立され、 農務省に提案された。 彼らの 
用いた電子 ID 技術は、 modulated backscatter とい 

う技術であ る。 
1984 年春、 Seaw 「 ight 氏は半ダースのリーダー、 

アンテナ、 タグを手に、 Amtech に対する出資者を 

捜すため、 デモンストレーションをしてまわった。 
Amtech のビジネスプラン 作成にあ たっては、 ニュ 

ーメキシコ大学マネジメントスクールが 支援して 
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ぬ mtech 社を成功させたのは、 同氏と、 同氏とと 
もにロスアラモス 研究所から来た 4 人の研究者の 

強い起業スピリットであ った。 5 人は 10 年以上に 

わたりロスアラモス 研究所で電子 ID の研究をした 

仲間であ り、 多くの困難を 乗り越えて起業を 成功 

に 導いた。 

・ Ym 蛆 daScience &A 「 
YamadaScience8% 七社 は 、 ロスアラモス 近郊の 

WhiteRock に 1988 年に設立された。 同社もロスア 

ラモスから排他的ライセンスを 得てスピンオフ し 

た 先駆的存在といえる。 この技術は山田氏がロス 

アラモス研究所で 開発した気象環境三次元シミュ 
レーションを 元にしている。 同社はこの技術を 元 

に、 気象変化や大気汚染のシミュレーションシス 

テム を開発し、 その技術は緊急時の 毒物拡散予測、 

都市建設等の 環境アセスメント、 天候依存型産業 
の意志決定等に 利用されている。 

山田氏は大阪大学でマスタ @ を終了した後フル 

ブライト留学生として 米国にわたりコロラド 州立 
大学で Ph.D をとったのち、 プリンストン 大学で同 

氏のシミュレーション 理論を確立した。 その後ア 

ルゴンヌ国立研究所、 ロスアラモス 研究所へと移 

り、 同社を設立した。 

同社は山田氏の 妻の「アート」と、 山田氏の コ 

ンピュータシミュレーションの 両方を販売する 会 

社であ り、 日本、 米国、 台湾などにユーザーを 有 

している。 ユーザーとしては 気象庁、 公益企業、 

空軍研究所、 国立研究所、 建設会社、 大学等があ 
る。 同社の市場が 日米両国にあ ったことは、 同社 

の 経営に非常に よ い影響をもたらした。 環境関連 

事業は不況の 影響を受けやすいが、 両国の不況に 

タイムラグがあ るため、 同社は常に顧客を 確保す 

ることが可能だったのであ る。 

・ RadimtTechnolo 苗 es 

Radiant Technologies 社は、 その核となる 技術は 

国立研究所からのスピンオフではない。 しかし、 

基礎的技術及 び 研究者が国立研究所から 来ている 
という点でユニークな 存在であ る。 Radiant 

Technologies の設立者であ る Joe Evans 氏と Je 斤 

Bullin 鮒 on 氏は、 空軍の ブ イリップス研究所の 出身 

であ る。 この 2 人と、 ニューメキシコ 大学出身の 

B Ⅲ Miller 氏は、 ベンチャーキャピタルの 資金を用 

いて、 RadjantTechnologieS 社の前身となる Ch ヴ salis 

社を 1984 年に設立した。 同社は 1987 年に世界初 
の Ferro-elect 「 hC べ ー スのメモリーを 開発した。 し 

かし、 同年秋の株式市場恐慌により 同社の資金計 
画は破綻し、 同社は National Se 血 conductor 社に売 

辞 された。 
J ㏄ Ev ㎝ s 氏と Je は Bul Ⅱ n 鯨 on 氏は売却双に 

Ch り salis 社を去り、 ベンチャーキャピタル 資金を 

用いずに RadiantTechnologies 杜を設立した。 同社 

はニューメキシコ 大学センターリサーチパークの 

中に存在するアルバカーキ・テクノロジー・イン 

キュベータ一のテナントとなり、 同社の有するク 
リーンルームのユーザーとなっている。 また、 ロ   

スアラモス及びサンディア 研究所と CMDA を締 

結し共同研究を 行 う とともに、 リサーチパーク 内 

の 各研究所のオフィスとも 交流を持っている。 

6. スピンオフ企業のサポートシステム 
米国にはスピンオフ 企業の設立をサポートする 

システムが様々に 準備されている。 ニューメキシ 

コ 州におけるスピンオフ 企業のサポートシステム 

は以下の通りであ る。 
・ Ne Ⅰ Ventures In Ⅲ ative 

New  VenturesIn Ⅲ atiVe  (NW) は、 サンディア研究 

所の研究者が TechnoloW  Trans 俺 r  Leaves  of 

Absence (TTLOA) を得てスピンオフ 企業を設立す 

るためのシステムで、 1994 年に開始 t れた。 同シ 

ステムは、 国立研究所の 研究者が、 研究所職員と 

しての地位を 危うくすることなく 新技術を持って 
スピンオフ企業を 設立する事を 支援するものであ 

る。 同システムを 利用して、 月に 1 社程度の企業 
が設立されている。 

・ TechnoloWVenturesCo 印 oration 

TechnoloWVenturesCorporation(TVC) は 1993 年 

に マーチンマリ ェソタ により非営利法人として 設 

立された組織であ り、 マリ ェソ タロッキード 社は 

年間予算約 100 万ドルのこの 組織の人員、 資金を 

管理するが、 この会社から 利益を得る事はない。 

TVC 社の目的は、 サンディア研究所などの 国立 

研究所や、 大学からの技術移転により 設立される 

べンチャ一企業を 支援する事であ る。 同社は、 国 
立研究所の技術の 発掘、 技術移転システムの 斡旋 

等によりべンチャ 一企業の設立から 拡張、 改革ま 

で支援するとともに、 ベンチャ一企業にかかせな 

ぃ 資金供給元との 橋渡し役も果たす。 
・用 buquerque  TechnoloW  Incub ぬ or 

刈 buQuerque  TechnoloW  Incubator  (ATI) 社の目的 

は、 小規模企業のビジネス 活動を支援する 事で、 

そのために、 企業が入居できる 施設を有している。 

この施設は 36 のオフィスに 加え、 図書館、 会議室 
等を有し、 この施設の入居 社は データベースへの 
アクセスなど 様々なビジネスサービスを 受ける事 

が出来る。 
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ATI 社の施設を利用する 社は、 当初の 2 一 3 年を 

この施設で活動し、 その後成長すれば 独自の設備 

を持っ事を計画する 事が出来る。 このような場合 

にも同社は様々な 支援を提供する。 
・ TheNewMexicoTechnoloWConsortium 

TheNewMexicoTechnoloWConsortium は l19 の 

会員会社と 225 人の個人会員で 組織される非営利 

団体であ る。 同団体は国立研究所から 中小企業へ 

の技術移転を 支援する団体であ り、 同社の運営す 
る BizTech は、 ロスアラモス 研究所とサンディア 研 

充所の情報をオンラインで 提供する技術情報 ネ、 ッ 

トワークであ る。 
・ニューメキシコ 大学 

ニューメキシコ 大学マネジメントスクールは 、 

技術マネジメントのためのマスターコースを 有し 

ている。 このコースでは 企業の設立から 運営に関 

する高度な知識を 提供しており、 国立研究所の 研 
究者がこのコースに 参加し企業設立のノウハウ 等 

について学んでいる。 

さらにニューメキシコ 大学は、 非営利団体とし 

て TechnoloWDevelopment Corporation を運営し、 
テクノロジーアセスメントやマーケットリサーチ 

を行 う ことでべンチヤ 一企業の設立を 支援すると 

ともに、 研究集積地として UnlVersity Center 

ResearchPark を運営している。 

7.CRADA による技術移転 

1986 年 10 月に FTTA が成立してから 1994 年ま 

での間に政府全体で 3000 の C ℡ DA が締結された。 

DOR 傘下の研究所でも 1989 年の NCTTA 以来 1000 

を 越える C 舩 DA が締結されている。 1986 年に始 

まってから C 氏へ DA 締結数は急速に 伸びており、 

1992 午から 1993 にかけての伸びは 50% に達した。 

この急激な増加は 国立研究所が 民間企業の望む 技 

約 500 の、 農務省は約 400 の C 袖 DA を有する。 他 

の省で多 い のは、 陸軍 (323) 、 HHS(250L 、 海軍 (250 

以出 、 空軍 (174n であ る。 

ロスアラモス 研究所が最初の CRAADA を締結し 

たのは 1991 年であ り、 1994 年 10 月までに 117 の 

C 良へ DA が締結された ( 図 1) 。 う ち 99 が継続 中 であ 

る。 117 の CRA へ DA のうち半数以上の 65 が資金量 

100 万ドル以上の 大型のものだった。 しかし、 1994 

年以降、 25 万ドル以下の 小型 CR 苗 DA が増加して 

いる。 期間は 25 ケ 月以上のものが 約半数だが、 こ 

ちらも最近 12 ケ月 以下の短期 C 舩 DA が増加しつ 
つあ る。 CR 辿 DA の技術分野は 材料、 レーザー、 コ 

ンピュータなどであ る。 

サンデイア研究所は 1994 年末までに 217 の 

CR 辿 DA を締結した。 1995 年にはさらに 100 の 

C 皿 DA を締結する予定・であ る。 技術分野は多岐に 

わたっている ( 図 2) 。 締結された C 皿 DA のうち、 

58 がカリフォルニア 州の企業とであ ったが、 小規 

模企業だけ見るとニューメキシコ 州で 10 社が 

CR 辿 DA を締結しており、 ニューメキシコ 州は小規 

模企業への技術移転に 関し地理的有利性を 有して 

いるといえる。 
両 研究所の CR 辿 DA 計 291 件について見ると、 契 

約社総数は 205 社であ り、 多くの社が複数の 契約 

を 結んでいることが 分かる。 このうち 21 社はロス 

アラモス、 サンデイア 両 研究所と Cr 辿 DA を締結し 

ていたが、 ロスアラモス、 サンデイア、 民間企業 

の 3 社契約になっているのは 1 件のみであ った。 

両 研究所と契約を 結んでいる 21 社の多くは IBM, 
DuPont,AT&T,HP などの巨大企業であ り、 GeneraI 

Motors 社は対ロスアラモス 5 件、 対サンデイ ア 10 

件の計 15 件の C 舩 DA を締結している。 但し、 こ 

の 21 社の中には前述の RadiantTechnologies 社のよ 

術を提供した 結果といえる。 DOC 傘下の NIST は 
図 2: サンディア研究所の 分野別 CRADA 数 

図 1 : ロスアラモス 研究所の CRADA 契約件数 
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う なスピンオフ 企業が数社含まれており、 これは 

スピンオフ企業にとって 研究集積地近辺に 立地す 

ることが非常に 重要であ ることを示している。 

  CR 肌 BA の利点と欠点 

C 袖 DA の利点け様々であ る。 企業にとって 国立 

研究所の研究者と 直接情報交換が 出来るのは大き 
な利点であ る。 国立研究所のユニークな 設備を利 

用できる事も 魅力であ る。 C ℡ DA の場合、 成果を 

5 年間独占できる 事も企業にとって 大きな魅力と 
なっている。 

国立研究所にとっても C 舩 DA は米国の国際経 

済競争力を高める 事に貢献できるため、 価値があ 

る。 また、 C ℡ DA によって開発された 技術は 、 彼 

ら自身の目的のために 無料で使 う 事が出来る。 そ 

して、 研究所に い くらかの資金を 得る事も可能に 

なる。 このことは DOR 傘下の武器研究所にとって 

特に重要な利点であ る。 

C 皿 DA には未だに欠点もあ る。 民間企業は 、 

C ℡ DA 締結のために 多くの時間を 割かなければ 

ならない。 DOE の研究所では C 舩 DA 締結のため 

に 6-8 ケ 月を必要としていた。 C 皿 DA は国立研究 

所の研究者にも 負担を与える。 研究者は自分の 時 
間を割いて CRAADA のために働かなければならな 

い 。 設備の使用等についても 個人的責任を 求めら 

れる。 C ℡ DA のための資金支出が 遅れがちな事も 

双方にとって 大きな問題であ る。 

・ C 袖 DA の評価 

1987 年には 33 だった Cl 辿 DA が、 1992 年 7 月に 

1175 に増加する間に、 政府の発明は 2700 から 3500 

に 、 特許は 840 から 1600 に、 特許ライセンス 数は 

140 から 260 に増加した。 

予算当局によれば、 1994 年度の CR 軸 DA のため 

の連邦政府予算は 5 億 5 、 100 万ドルで連邦研究所 

予算の 2.4% に達しており、 1995 年度はこれが 8 億 

6 、 500 ガ ドルで 3.0" に 達する。 連邦全体で 1986 年 

10 月から 1994 年度の終わりまでに 3000 の C ℡ DA 
が締結された。 DOE はそのうちの 1000 以上を占め 

る。 
CRADA の米国経済に 対する効果は、 企業の コス 

ト 削減と職の増加、 企業の成長等で 示されている。 

多くの特許が 申請され、 技術提携が行われている。 

始まった。 スピンオフ企業がその 例であ る。 

スピンオフ企業は、 研究者が自らの 研究成果を 

移転するため、 技術移転の効果は 高い。 しかし、 

スピンオフできる 研究者の数は 限られており、 民 

間企業への技術移転には 限りがあ る。 さらに、 ス 

ピンオフは研究者の 発案により行われるものであ 

り、 多くの場合、 自らの収入拡大のためにスピン 
オフする。 このため、 本当に社会経済にとって 必 、 

要な技術であ っても、 市場で成功しない 技術はス 
ピンオフしない。 例えば環境保護技術や 福祉技術 

などであ る。 この ょう な技術の移転には 政府の支 
援が必須であ る。 

このような技術移転システムの 欠点を補完する 

ため、 最近 20 年間、 米国ほ組織的な 技術移転を試 

みてきた。 C ℡ DA や研究組合がその 代表的 側 であ 

る。 この試みば始まったところであ り、 まだ多く 

の解決すべき 問題が残って。 る 。 しかし、 CRAADA 

の数は急速に 増加しており、 米国の国立研究所が 

軍事技術開発から 民生技術開発に 転換するための 

重要な手段となってきている。 もちろんスピンオ 

フ企業による 技術移転も今後とも 重要であ りつづ 

けるだろう。 このように活発化する 国立研究所か 

ら民間企業への 組織的技術移転は、 米国の国際競 

争力を回復させる 可能性を秘めている。 

REFERENCES 
MmabuEt0 ， DmIeIleWlerengo. mdEverenM. Rogers 

(1995),  "Technol0 努 ， Trms わ r  仕 om  GoVemment  R&D 

Laboratories@ @@   the@ U Ⅰ     ted@ States@ and@ Japan ， "@ @@   Jay@ F   

Nunamaker ， Jr ， and@R3ph@H ・ Sprague ， Jr ・ (eds ・ ) ， Procee6ngs 

of@ the@ 28th@ Annual@ Hawaii@ International@ Conference@ on 

System@ Science ， Vo Ⅰ me@ I Ⅴ     Information@ Systems ， Los 
Ala Ⅲ     tos ， CA ， IEEE@Computer@Society@Press ， pp ， 671-680   

David  V. Gibson  and  Evere は M. Rogers  (1994), R 及 D 

Consortia@on@Trial ， Boston ， Harvard@Business@School@Press   

James@ Gover@ (1995) ， Federal@ Technology@ Cooperation 

with@Industry 。 Unpublished@paper ， 

Everett@ M ・ Rogers@ (1995) ， Diffusion@ of@ Innovations   
Fourth@Edition ， New@York ， Free@Press   

Gary@ L ・ Seawright@ (1988) ， *@Entrepreneur-Driven 
Technology@ Transfer ， *@ in@ Gordon@ Bopp@ (ed ， )@ Federal@ Lab 
Technology@ Transfer@ :@ Issues@ and@ Policies ・ New@ York   

Praeger ， pp ， 107-116. 

Washington@Nichibei@ Consultants@ (1994) ， The@ Changing 
Role@ of@ National@ Research@ Laboratories@ and@ Federal 

8. 結び 
米国における 技術移転システムを 日本と比較す 

ると、 米国の技術移転システムは 個人に依存して 

Technology@ Transfer@ Activities@ in@ the@ United@ States ， 

Unpublished@paper   

Danielle@ E ・ Werengo@ (1994) ， A@ Convergence@ Model 
Approach  t0  TecIYlo10 幼 ・ Trms 偽 r  md  Inter-orgmizational 

いる。 歴史的にも米国の 技術移転は移民者や 亡命 

者などの「移動する 個人」に依存していた。 国立 

研究所から民間企業への 技術移転もその 様にして 

    り
ば
 

 
 

山
面
，
 

n
s
 

Ⅰ
 
I
 
Ⅰ
 ギ
 
Ⅰ
 

o
r
y
-
 

n
i
v
e
 

d
U
 

 
 

b
e
 

 
 

 
 i

q
u
 

b
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 T

a
 

 
 

 
 

M
A
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
C
N
 

一 227 一 


